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平成 24年 1月 16日 宣告 裁判所書記官 橋 本 拓

平成 23年 (わ)第 177号

判        決

本 籍 

住 居 

職 業 市議会議員

園 谷 年 雄

生

上記の者に対する道路交通法違反被告事件について,当裁判所は,検察官別府正

俊,私選弁護人安藤裕規 (主任)各出席の上審理 し,次のとお り判決する。

主        文

被告人を懲役 1年に処する。

この裁判が確定 した 日か ら 3年間その刑の執行を猶予する。

理        由

(罪 となるべき事実 )

被告人は,酒気を帯び,アルコールの影響により正常な運転ができないおそれが

ある状態で,平成 23年 10月 18日 午後 7時 40分頃,福島県須賀川市枠衝字古

舘 79番地 1付近道路において,普通乗用 自動車を運転 した。

(証拠の標 目)

〈括弧内の甲乙の番号は証拠等関係カー ドにおける検察官請求証拠の番号を示す。〉

被告人の当公判廷における供述

被告人の検察官 (乙 6)及び司法警察員 (4通。乙 2か ら 5ま で)|こ対する各供

述調書

小圏岩夫 (甲 5),高 本真弓 (甲 8)及び歌川瞳 (甲 9)の 司法警察員に対す る

各供述調書

廣瀬吉彦 (甲 6)及び安藤聡 (甲 7)の検察官に対する各供述調書
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司法警察員作成の捜査報告書 (2通c甲 1, 4),酒 酔い鑑織カー ド (甲 2,及

び実溌見分鋼書 (2通。 甲 (3,10)

(法令グ)適用 )

被告人命判示所為は,道路交 ,轟法 117条 の 2第 1号 , 65条 1項 :こ該当すると

ころ,所定汗il中懲役汗」を選択 し,そ の所定刑期の範麗内で被告人を懲役 1年‡こ処

し,構状 |こ より芳辱法 25条 1項を適用 してこの裁半:」が確定 した 難力ヽ ら 13年間そ弗芳雛

の執行を猶予することとする。

(量刑 上特に考慮 した事情 ,

本件において,被告人は,同僚市議 らと飲食店で相当量の酒を飲み,酒に酔って

いることを認識 していた :こ もかかわらず , 裁ら運転 して帰宅 しよ うと犯行をこ及んだ

ものと認 められ るcこ のような,被告 人が本件犯行 :こ及んだ経緯は甚だ安易であっ

て,酌量の余地はなりヽ.被告人は,ダイ J■ ット中であったため通常よりも酔って し

まったことや,運転代行が来なかったことなどを事情 として挙 |ずるが, 自らの体爾

に応 して飲酒すること,ままさ|こ被告人 自身の責任である し,運転代行につ年ヽても ,

被告人が正 しく駐車場所を伝えなかった上,十 分連絡を取 り合 うことなく早々 :こ 懇

ら運転を開始 したことが認められるのであるから,率書局これ

',の

事 }青は被告人をこ有

利に動むべきものとは考えられ′ない。

そして,本件発行後の飲酒検知の結果,被告人の呼気 1ジ ットル中σ)ア ルコール

分 |ま O.7磯 ミリグラムに 1)及 んでお り,被告人は,ガー ドレール 11衝突する事故

を起こすなど,運転操作が適切にできないほど酔 っていたことが認められるのであ

って,本件犯行の態様 も悪質である。

力獲えて,被告人は現職の市議会議員 としヽ う立場にあり,市民鈴代表として高い遵

法精神が求められていたにもかかわらず懸難い運転としヽ う故意犯 :こ及んだことは強

しヽ非難な饉するし,須賀チ|1市民に与えた衝聰と失望は軽観できない。

これ ′)の事 }音‡こ舞̀
蕉
らせば,被告人の芳夕1事資維′ま重しヽ。

他方,被告人が公半|;廷 で事実を素直に認め,反省の態度 を示 してしヽること,今後
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は三度 と飲酒 しないと約束 していること,被告人に前科前歴がないことなど,被告

人に有利に掛酌すべき事情も認められる。

そこで,以上の事情を総合的に考慮 し,被告人に対 しては,主文のとお りの刑に

処 した上,今回に限ってはその刑の執行を猶予することが相当と判断 した。

(求刑 懲役 1年 )

平成 24年 1月 16日

福島地方裁判所郡山支部

裁判官

これは謄本である。
令和 6年 7月 1日
福島地方検察庁郡山支部
検察事務官 樽 井
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